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土地及び建物をお売りします

 物件番号　 栄町西① 最低売払価格 １，９２７，１４７円　

区分 所　　在 地番 地目 地積 (㎡ )

土地 日高町栄町西 1丁目 ３１１番地の３５ 宅地 ７００．７８

家屋番号 床面積（㎡）

建物① 日高町栄町西 1丁目 ３１１番地の３５ 未登記 １２１．９２

建物② 日高町栄町西 1丁目 ３１１番地の３５ 未登記 １２１．９２

※この物件は、予告なく中止または変更される場合がありますのでご了承ください。
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１　申込資格

　　次のいずれにも該当する人

　　①日高町に住所を有する個人又は法人

　　②契約を締結する能力を有しないこと ･破産者で復権していないことなどの欠格事項に該当する方以外

　　※未成年者や、被保佐人、被補助人でも法定代理人の同意を得ている場合はお申込みいただくことが　

　　できます ｡

　　③町税に未納がないこと

２　売払物件の現地確認           

　　現地説明は行いません。現地確認、物件下見などを希望される方は、下記申込先までご連絡ください。 

　　なお、希望日の対応ができない場合がありますので、ご了承願います。

３　申込みに必要な書類 (提出日の３か月以内に発行されたもの )      

　　価格公示売払申込書に、次の書類を添えてご提出ください ｡提出書類に不備がある場合は受付できま  

　　せんのでご注意ください ｡なお、提出書類はお返しいたしません ｡      

　　【個人が申込む場合】           

　　○身分証明書　　　１通　（本籍のある市区町村が発行する身分証明書）     

　　○印鑑登録証明書　１通           

　　○納税証明書　　　１通           

　　○暴力団員等に該当しない旨の陳述書　　１通        

　　○見積書　　１通（封筒に入れ必要事項を記載し封をしてください。）     

　　　　　　　　※１　外国人の場合は、身分証明書にかえて外国人登録原票記載事項証明書が必要です ｡

　　【法人が申込む場合】           

　　○法人登記簿謄本※２　１通  ○印鑑証明書　１通      

　　○納税証明書　　１通  　　　 ○暴力団員等に該当しない旨の陳述書　　１通   

    ○見積書　　１通　　　（封筒に入れ必要事項を記載し封をしてください。）     

　　※２　履歴事項証明書か現在事項証明書をご提出ください ｡ 

４　申込方法

　　提出書類を日高総合支所　地域経済課まで持参 (土 ･日 ･祝日除く )による方法に限ります ｡

５　申込期間   

　　受付年月日 　令和５年７月３日（月）から 令和５年７月１０日（月）まで

　　受付時間 　午前９時から午後５時まで

　　※期間内に申込みがなかった場合、７月２４日（月）より随時募集売払い（先着申込者への売払い）とします。

６　申込先（問い合わせ先）

　　〒０５５-２３０１

　　日高町本町東３丁目２９９番地の１

　　総合支所地域経済課　施設管理グループ　☎　０１４５７－６－２０８４

７　その他

　　〇契約者の決定

　　・契約者は、日高町が設定した最低売払価格以上の価格で最高の価格を見積した者に決定します。

　　・契約者となるべき価格で見積した者が２人以上いる場合は、くじ引きにより契約者を決定します。

　　　くじ引きによる場合は、申込者又は代理人にくじを引かせ契約者を決定します。

　　・決定した契約者が辞退した場合は、当該辞退者を除き契約者を決定します。

　　〇現地の立会いと物件の引渡し

　　契約日から所有権移転日までに、日高町と契約者双方で現地の確認をします ｡

　　引渡しは所有権の移転完了と同時に現状のままで行います。残置物の処分は契約者で行っていただきます。

　　なお、立会い時と状況が異なる場合は、立会い内容との相違点を両者で確認します ｡

　　また、物件の隠れた瑕疵について日高町は担保責任を負いません ｡

　　〇用途変更等

　　建物の用途を変更し１００㎡を超える特殊建築物とする場合は、用途変更の確認申請が必要です。

　　〇申込み前に必ず募集案内書をご確認ください。

問　総合支所地域経済課　施設管理グループ　☎　０１４５７－６－２０８４


